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株式会社 群馬デスコ 様 ～折箱のことなら「企画・製造・販売」専門の当社にお任せください～

玉村町にある運送業㈲コレクト運輸様が、単年

度計画を作成されました。

小林社長が事前に計画された数字を元に、利

益計画、返済計画を入力しておきます。当日は、

参加者で話し合い、厳しめの数字でキャッシュフ

ローを確認し、資産の入替等、考えられる全ての

数字を落とし込み計画が終了しました。

原油高騰のあおりをもろに受けた運送業界で、自社ではどうにもできな

い燃料単価。しかし、今後どのように推移した場合でも、対応可能なように

計画を練り上げました。

頭の中にある数字を具現化することは、大変難しいことです。

しかし、銀行や取引先、従業員に対しても、具体的な数字を

提示しなければ動いてもらえないのではないでしょうか。

さまざまな物の値段が高騰し、日本経済がインフレ状態に進む中、積極的な賃上

げ等を促すための措置が設けられるなど、好景気にもっていきたい政府の姿勢が

見受けられます。相続税と贈与税のあり方については、見送られ今後の課題として

話し合いが続いています。

所得拡大促進税制

・適用要件（変更なし）

⇨ 雇用者全体の給与総額：対前年度比増加率1.5％以上

・控除率を乗ずる対象金額（変更なし）

⇨ 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額

・控除率（変更なし） ⇨ 基本15％

・上乗せ対象額（変更）

＜現行＞雇用者全体の給与総額：対前年度増加率2.5％以上

+教育訓練費増加等 ⇨ +10％

＜改正案＞雇用者全体の給与総額：対前年度増加率2.5％以上 ⇨ +15％

教育訓練費の対前年度増加率10％以上 ⇨ さらに+10％

・控除上限額（変更なし） ⇨ 当期の法人税額×20％

※令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度

支払いを受ける配当金等の源泉徴収について

一定の内国法人が支払いを受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税

を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととする。

①完全子法人株式等（株式等保有割合100％）に該当する株式等に係る配当等

②配当等の支払いに係る基準日において、直接保有する他の内国法人の株式等

の発行済株式等の総数に占める割合が1/3超である場合の株式等に係る配当等

※令和5年10月1日以降に支払いを受けるべき配当等について適用

F1は、早く走るために空気抵抗が一番

の問題と考え、空気抵抗を減らすデザインのマシンを開

発していました。しかし、レース場には、直線だけでなく

コーナーもたくさんあり、スピードを出し過ぎると外へ飛び

出したり、スピンしたり。そこで、空気の圧力で車体を路面に押し付け、高速

でコーナーを曲がれるようにしました。この力「ダウンフォース」と言います。こ

れは飛行機と逆の発想です。飛行機は、翼の上と下を通る空気の流れで上

昇します。F1はそれを逆にしました。路面にピタリとくっつくとスピードを出した

まま曲がれます。いままでマイナスだった“空気”をプラスに変えた考え方で

す。

薬の副作用はマイナス要因です。しかし、血圧を下げる薬の副作用で、体

毛が濃く生えてくる。それを応用し、発毛剤が作られました。大正製薬の“リ

アップ”はそういう薬です。鼻炎薬の副作用で、眠気が襲ってくる。

それを利用し、睡眠導入剤が作られました。

発想の転換で面白い変化を生むかもしれません。

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税措置の見直し

・適用期限を令和5年12月31日まで2年延長

・非課税限度額は、契約の締結時期にかかわらず、次にあげる住宅用家屋の区分

に応じ、それぞれに定める金額とする。

①耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋 ⇨ １，０００万円

②上記以外の住宅用家屋 ⇨ ５００万円

・中古住宅の要件については、築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している

住宅用家屋であること。

・受贈者の年齢要件を18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。

※令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金より適用

住宅借入金等特別控除の見直し

住宅借入金等の特別控除について、適用期限を令和7年12月31日まで延長。

令和4年から令和7年までに居住の用に供した場合（新築）

① ②以外の住宅の場合

②認定住宅等の場合

※今後、正式な税制改正が発表になりましたら、再度お知らせします。

中古住宅は、

築年数要件を

廃止し、新耐震基準に

適合している住宅用

家屋が対象と

なります

オリジナル折箱製作も可能です。

高さ、大きさ、間仕切りの数などご要望に

応じたサイズで製造致します。

お気軽にご相談下さい

本社 群馬県桐生市梅田町3-14-5

伊勢崎工場 群馬県伊勢崎市市場町1-175-1

既製品は多品種ございます

ぜひ、HPをご覧ください

ご注文は“デスコショップ”で！

折箱製造販売・食品包装資材全般


